
令和８年度 成長戦略ファンド

研究開発支援事業（DX/GX）、FS/国プロFS事業

公募説明会

１ メニューの紹介

２ 申請書作成のポイント

旧 次世代ファンド



①研究開発支援事業(DX/GX) ②事業化可能性調査事業(FS)
③国プロジェクトステップ
アップ支援事業 (国プロFS)

対象事業

【DX製品・サービス開発支援】
既存の製品・サービスとDXを組み合わせ、顧客や社会

に新たな価値を提供するとともに、自社の競争力を高める
製品・サービスの研究開発

【GX製品・サービス開発支援】
経済と環境の好循環の創出を目的とした、グリーン成長

戦略14分野に関する製品・サービスの研究開発

”①研究開発支援事業(DX/GX)”等への申
請に向けて、本格的な研究開発の前段階
で必要なFS（Feasibility Study:事業化
可能性調査）に関する取り組み

国等の競争的資金（＝国プロジェクト）
獲得のために必要なFS（Feasibility 
Study:事業化可能性調査）に関する
取り組み

※対象となる国プロジェクトについては、
公募要領をご確認ください。

対 象 者

県内企業を代表者（幹事企業）とする、
県内外の企業又は大学・公設試等による

２者以上の連携体

①県内企業単独 または
②県内企業を代表者（幹事企業）
とする、県内外の企業又は大学・
公設試等による２者以上の連携体

①県内企業単独 または
②県内企業を代表者（幹事企業）
とする、県内外の企業又は大学・
公設試等による２者以上の連携体

補助
対象経費

①直接人件費※、 ②旅費、 ③機械装置費※、 ④クラウドサービス利用費、 ⑤材料・消耗品費、 ⑥外注委託・評価分析費、

⑦技術指導費、 ⑧知的財産権関連経費・認証取得、 ⑨大学・公設試等共同研究費

➉マーケティング調査費

補助金額 ３,000万円以内 200万円以内 500万円以内

補助率 ２ / ３ １０ / １０ １０ / １０

補助対象期間 最長３年間（３６か月） 最長１年間（１２か月） 最長１年間（１２か月）

令和８年度 成長戦略ファンド（研究開発支援）補助事業一覧

※”事業化可能性調査事業(FS)”では
①直接人件費、③機械装置費は対象外

旧 次世代ファンド



昨年度（R7）採択実績

①研究開発支援事業

【DX製品・サービス
開発支援】

【GX製品・サービス
開発支援】

２件

②事業化可能性
調査事業

③国ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾃｯﾌﾟ
ｱｯﾌﾟ支援事業

【ＦＳ】 【国プロＦＳ】

３件

過去の採択実績はあくまで目安としてください。

４件 ４件



【DX製品・サービス開発支援】

既存の製品・サービスとDXを組み合わせ、顧客や社会に新たな価値を提供する

とともに、自社の競争力を高める製品・サービスの研究開発

①申請においての前提

・他社には無い、固有の技術力／アイディアを有する（連携体も重要）

・技術力を裏付ける課題の設定と数値目標が明確である

②想定される事業の成果

・技術力を製品として具現化できる（研究で終わらない）

・開発した製品やサービスを販売することで、業界や社会を変える

・アイディア×DXにより革新的な製品やサービスとなる（データ量、速度等）

研究開発支援事業（DX/GX）

「調達、製造、完成品」
どの段階が革新的でも

OK

どれほどの
インパクトを
与えられるか



研究開発支援事業（DX/GX）

※出典：経済産業局ホームページ「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

DX製品・サービス開発支援
と同様に、革新的なもので
あることに加えて、業界や
社会に与えるインパクトが
重要となります！！！

【GX製品・サービス開発支援】

経済と環境の好循環の創出を目的とした、グリーン成長戦略14分野に関する

製品・サービスの研究開発
申請内容がこれら14分野の
記載内容に関連すればok。
（完全に一致する必要無し）

⇒CO₂排出削減や資源循環
などに資する事業か？



FS（feasibility study：実用化可能性調査）事業とは
本補助事業におけるFS事業とは、「成長戦略ファンド（研究開発支援事業(DX
/GX)）等に応募申請するために必要な事前調査や、予備試験等」を指します。

＜調査の具体例＞
・予備試験（本格的な研究の前に、試作機等で予備データを取得する）
・連携体の組成・拡大に向けた取り組み
・ニーズや市場調査、競合の動向調査
・特許調査（先行文献の有無、他社の権利侵害の可能性の有無等）

【連携体の構成について】
補助対象事業として「連携体の組成・拡大に向けた取り組み」を認めているため、

現時点において、応募申請予定の成長戦略ファンド（研究開発支援事業）等で想定
している連携体を組成できていなくとも、本事業に申請可能です。

次のステップが必ずしも
成長戦略ファンドである
必要はございません！

事業化可能性調査事業（FS）



所 管 国プロジェクト名称 内 容 公募時期 補助金額等

中小企業庁
成長型中小企業等研究開発
支援事業（Go-Tech事業）

中小企業等が、ものづくり基盤技術やサ
ービスの高度化に向けて、大学・公設試
等と連携して行う研究開発支援

2～4月

補助上限 97,500千円
補 助 率  2/3
補助期間 3年度以内

新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO）
（経済産業省）

新産業・革新技術創出に
向けた先導研究プログラム

将来の国家プロジェクトに繋がる、産学連携
体制による共同研究等を支援

1～2月
委託上限 200,000千円
委託期間 最長3年間

科学技術振興機構
（JST）
（文部科学省）

研究成果最適展開支援
プログラム（A-STEP）

【産学共同・ステージⅡ（本格フェーズ）】
大学等と企業等との共同研究により、実
用化に向けた可能性を検証し、中核技術
の構築に資する成果の創出と、大学等か
ら企業等へ技術移転することを目指す。

3～5月
委託上限 25,000千円/年
委託期間 最長4.5年

以下は、あくまで想定する国プロジェクトの一例です

国プロFSの対象となる国プロジェクトとは？

国ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援事業（国プロFS）



上記のようなことが起きないように、ISICO職員や
コーディネーターがしっかりフォローします！

国プロへの応募申請について

・国プロに「従たる研究開発機関」や「アドバイザー」等として参画する場合は、

本補助事業の対象とはなりません。

・本補助事業終了後、２年度以内に国プロに、「申請主体」として申請することが

要件となります。本事業終了後、特段の理由・報告なく、上記期間内に国プロに

申請しなかった場合、翌年度以降の成長戦略ファンドの研究開発事業における、

補助金の申請は、減点の対象となる場合があります。

・国プロFS採択後、事業が想定通り進まなかった、目標としていた国プロが廃止となった

等の場合は、速やかに事務局に相談し、指示に従ってください。内容によっては、

補助事業の中止、補助金の一部もしくは全部の返還を求める場合があります。

国プロジェクトに応募できなかった場合は？



研究開発支援(DX/GX)の
申請準備を始める前にご確認ください！

＜確認事項＞
・事業の予算規模が小さい
・自社のみで完結できる（連携体不要）

※ただし、開発するうえで必要な協力者はいるほうが良い

※大学等連携枠は、大学・公設試等との共同契約が必須

これらに該当する場合は、
左記メニューの申請もご検討ください

公募期間：R8.4.20～R8.6.12
※研究開発支援と同じ日程です

新商品・新サービス開発支援（旧 チャレンジファンド）

昨
年
度
よ
り
新
設



中小企業等による大学・公設試と連携した地域資源活用
新商品・新サービスの開発・販路開拓支援 【大学等連携枠】との比較

研究開発支援事業(DX/GX) 大学等連携枠

対象事業

【DX製品・サービス開発支援】
既存の製品・サービスとDXを組み合わせ、顧客や社会に
新たな価値を提供するとともに、自社の競争力を高める製
品・サービスの研究開発

【GX製品・サービス開発支援】
経済と環境の好循環の創出を目的とした、グリーン成長
戦略14分野に関する製品・サービスの研究開発

地域資源（農林水産物、鉱工業品、観光資源など）を
活用した新商品・新サービスの市場調査（知的財産に係
る調査等を含む）、開発（試作、評価等を含む）、全国・
海外市場（インバウンド市場を含む）での販路開拓を実
施するにあたり、開発の分野において大学・公設試等との連
携によって研究開発を行う事業。

対 象 者
県内の企業を代表者（幹事企業）とする、
県内外の企業又は大学・公設試等による

２者以上の連携体

県内の企業、個人事業主、各種組合等
（※大学・公設試等との共同研究契約が必須）

補助対象経費
主な注意点

・人件費の計上「可」
・大学・公設試等共同研究費の計上「必須ではない」
・製品化後の販路開拓に要する経費の計上「不可」

・人件費の計上「不可」
・大学・公設試等共同研究費の計上「必須」
・製品化後の販路開拓に要する経費の計上「可」

補助金額 ３,000万円以内（補助率：2/3） 1,000万円以内（補助率：2/3）

補助対象期間 最長３年間（３６か月） 最長３年間（３６か月）



jGrantsからの電子申請に必要となる

ＧビズＩＤ（gBiz IDプライム）を取得しましょう
→申請に必要なＧビズＩＤ

「gBizIDプライム」（法人等の代表者アカウント）、
「gBizIDメンバー」（代表者が許可した従業員用アカウント）

申請方法はjGrantsからの電子申請のみ
→jGrantsとは

デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム。国や地方自治体が扱う補助金に申請可能

申請書類を作成する前に！



※出典：デジタル庁「GビズIDで、効率化！」ホームページ

gBizIDプライム作成方法

まだ自社で「gBizIDプライム」を取得されていない場合は、
書類郵送申請（原則2週間以内）を前提にご準備ください。

代表者の

申請から登録完了まで2週間程度



Jgrantsでの申請について

画面操作につまづいた場合は
マニュアルをご確認ください

「成長戦略ファンド」と入力してください

※出典：デジタル庁「JGrants」ホームページ



令和８年度 成長戦略ファンド

研究開発支援事業（DX/GX）、FS/国プロFS事業

公募説明会

１ メニューの紹介

２ 申請書作成のポイント

旧 次世代ファンド



＜出典＞
中小企業庁
Go-Techナビ

開発計画

策定過程

のイメージ

連携体

①

②

技術的な
課題は？

①

課題クリアに
必要な仲間は？

アドバイザー

③

④

みんなで
どう解決
していくか

⑤



各提出書類作成にかかる
最低限のルールが記載

コンサルに丸投げは
絶対に

やめてください！

チェックシート
（共通）



＜審査対象外＞

別記様式

表紙
（共通）

この項目はFS、国プロFSのみ

本音を知りたいだけ



１番重要なペーパー

この１枚で、審査員の

心を掴めるかどうか

別紙１

事業概要
（共通）

誰が見ても理解できる
レベルに落とし込む！



別紙２

企業概要

＜審査対象外＞

（共通）



別紙３

企業概要

FS・国プロFS

は連携予定

でも申請可能

（共通）

＜注意点＞
子会社は連携体企業としてのカウント不可



研究開発の背景と

これまでの取組

別紙４

事業内容
＜ポイント＞

世の中で、業界内で
必要とされているか

自社だけが喜ぶもの
ではないか

＜ポイント＞
申請内容に関連する内容に絞って記載

自社ホームページに記載の
企業紹介内容を安易にコピーしない

（共通）



別紙４

事業内容
（FS/国プロFS）

次のステップにおける

・事業概要

・想定される成果

FSのみの記載項目

国プロFSのみの記載項目

FS、国プロFS
のみの項目



別紙４

事業内容
（国プロFS）

国プロFS事業で

実施する取り組み

国プロFSのみ

の項目

(a)～(c)について、
次ページで詳しく



(a)「これまでの取り組みや関連技術」の記載が少ない
→前提となる技術的知見を有していないため、アイディアのみの
「思いつき」で国プロジェクトを目指しているのではないか。

(b)「国プロFS事業で実施する取り組み」が少ない
→すでに国プロジェクトに申請できる準備状況（予備試験済み、
連携体組成済み）にあるのであれば、あえて、「国プロFS事業」
に申請せず、すぐに国プロジェクトに応募すればよいのではないか。

(c)「国プロジェクトで実施予定の取り組み」が少ない
→もし、「国プロFS事業」で実施する内容のみで事業が完結する
のであれば、そもそも本事業の公募趣旨と異なっている。
国、県、ISICO等が実施している、事業化までを補助対象とする
別の補助金に申請すべきではないのか。

別紙４

事業内容
記入する際のポイント（a)～(c）

（国プロFS）

国プロFS事業で

実施する取り組み

国プロFSのみ

の項目
※上記については様式に記載あり



課題と目標

別紙４

事業内容
（DX・GX/国プロFS）

＜ポイント＞

Ａ：従来の技術

Ｂ：研究開発後の技術

の違いについて、イメージ図や

写真・イラストを入れて分かりやすく

別紙１（事業概要）に
次いで重要なペーパー

国プロFS
のみ

Ａ

B



従来の技術と研究開発後の新技術について

・今の世の中の技術
・業界の一般的な技術
・業界のリーダーである我が社の技術

◎世界初、本邦初
○従来技術の組み合わせ
○創意工夫

＜ポイント＞

・他社との比較検討（自社の立ち位置は）

・差別化の考察（どのような点で違いをつくれるか）

・最終製品への影響（開発した部品の寄与度）

課題と目標

別紙４

事業内容
（DX・GX/国プロFS）

＜技術的な課題・目標＞
・何が問題？
→今の技術では何が足りないか

・なぜその課題が発生？
→何を改善すれば良いか

＜研究開発「前後」の姿＞
・課題解決によってどう変わる？
→改善内容（性能・価格等）



別紙４

事業内容

＜ポイント＞
各研究項目において、複数の担当機関が担う項目の場合、
それぞれの担当機関が何を実施するか、具体的に記載。
→後ほどの実施体制図にも反映させてください

（DX・GX/国プロFS）

研究項目
の設定



別紙４

事業内容

研究開発

スケジュール

実施可能なスケジュールを作成してください。

（DX・GX/国プロFS）



実施体制図

別紙４

事業内容

＜ポイント＞
各機関の役割はもちろん、
必要経費がイメージできる
ように

（DX・GX/国プロFS）



別紙４

事業内容

製品等の概要

事業化スケジュール

＜ポイント＞
・事業化の実現性が高い計画か

※見込みの無い事業への補助は誰もしたくない

・市場ニーズをどれだけ聞き取り
できているか（数字の根拠）

（DX・GX/国プロFS）



別紙４

事業内容

地域産業への貢献
専門用語の解説

＜ポイント＞
・事業内容の理解に不可欠な
専門用語の説明は本文中に

・業界用語、社内用語は丁寧
に説明してください

＜ポイント＞
補助事業が石川県の産業政策にどれほど寄与する内容か。
開発品による恩恵の多くが連携体企業（県外）に流れるのはNG。 （共通）

※FSは５の記載不要



別紙５

事業予算
（共通）

マニュアルを

ご一読ください



（産学連携活性化のため）

大学・公設試等からの

経理証憑については、

原則提出不要です！ が、

別紙５

事業予算
（共通）

＜証憑とは＞
取引の事実を証明する各種書類の総称
※見積書、納品書、請求書、領収書、支払証明等

場合によっては、内容を詳しくヒアリングさせていただきます



別紙５

事業予算
・大学公設試等の必要経費の妥当性をチェックします

（共通）

大学・公設試等
の経費内訳



別紙６

類似計画
（共通）

類似計画がある場合は、
まずISICOにご相談ください



～6/12(金) 6月下旬 7～8月 9月

今後のスケジュール（予定）

公募申請 企業ヒアリング 審査会
採択決定

・事業開始

所定の様式に必要
事項を記載

※申請方法は
jGrantsのみ受付

事業計画書・内容に
ついて、申請事業者
からのヒアリングを
実施

審査員に対し、申請
事業者からプレゼン
テーションを実施

採択決定の通知書
を送付。

採択通知日以降、
事業を開始

（FS、国プロFS除く）



最後に

・ISICO職員やコーディネーターは、審査員ではない

・DX/GXどちらにも当てはまる可能性がある！？

・全業種、全案件にフィットする様式はない

→ 事前相談をお願いします、そして

 チャレンジングな提案をお待ちしております

例） 「製造業、サービス業」、 「BtoB、BtoC」、 「中間素材、最終製品」

・自社の新入社員に、申請内容を見てもらいましょう
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